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☆２月の配分金の振込日は 2６日（月）・派遣賃金は 2２日（木）です☆ 

☆ 

 

 

令和６年度の会費の徴収について（お願い） 
 

 

今年度の地域別会員懇談会は予定どおり開催します 
体調を確認の上、無理な出席は控えるようお願いします。 

 

３月になりましたら、地域班長さんを通じて令和６年度の会費を

徴収させていただきます。 

継続して入会される会員の皆さんは、地域班長さんが自宅に伺

いましたら納入をお願いします。金額は３，０００円になります。 

 

  

 

「プラチナ会員」、「一時休業会員」制度

については既に事務局だよりでご案内し

てありますが、承認申請する場合は、２月

１６日(金)までにお願いします。 

なお、「夫婦会員」に承認された会員につ

いては、減額された金額を徴収させてい

ただいています。 

 

＊地域班長が不在の会員の皆さんへは、３月上旬に事務局から会費の請求書を直接 

送付させていただきますので、指定の金融機関で振込みをお願いします。 

★不明な点は地域班長さんではなく、必ず事務局に連絡の上、ご確認下さい。 

★退会を考えている皆さんへ★ 
 

 

今年度末で退会を希望される会員の皆さん

については、『退会届』をご提出いただく必要が

あります。 

地域班長さんに退会届の用紙を配布します

ので、会費の集金に伺った際に、『退会届』にご

記入の上、地域班長さんにお渡しください。 

 

 

『退会届』をご提出下さい。 

― 地域班長から会費を集金していただくのは今年が最後です ― 

(内 訳) 
■会員会費 ２，５００円 
■互助会費   ５００円 

合計   3,000円 

別途、１月に案内を配布させていただいたとおり、今年度の地域別会員懇

談会を２月１３日（火）から８つの会場で開催します。 

新型コロナのほか、インフルエンザの感染も続いています。大勢が集まる懇

談会に出席して感染するのが不安だと思う場合、あるいは熱がある等、体調

がすぐれない場合は無理せず出席を控えていただいて結構です。 

 
 

 

★会費減免制度について★ 

先にお知らせ文書でお伝えしたとおり、令

和５年度末で地域班長制度を廃止すること

になりました。このため令和７年度分以降の

会費の納入については、会員の皆さんから

直接シルバー事務所窓口で納めて頂くか、

コンビニで納入していただく方法の何れか

になります。よろしくお願いします。   

令和７年度分の会費からはどちらかの 
方法で納めていただきます。 
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＊後日、改めて全会員に懇談会の資料を配布します。 
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1504162965/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NzamMuanAvcHVibGljL191cGxvYWQvdHlwZTAwNl8yMDFfMS9pbWFnZS9pbWFnZTFfMTQzOTMzNjk5MjEuanBn/RS=%5eADBFFmFlgvsIqshFHvv0eh1EfD.Cio-;_ylt=A2RCMZMVY6ZZSkAAZRCU3uV7


           

 

 

 

    

       

   

 

 

 

 

 

上越市シルバー人材センターのホームページもご覧下さい。 
ＵＲＬ: http://www.joetsu-sjc.jp/ 

 

 

 
 

除雪作業による事故を防ごう! 

毎年、屋根の雪下ろしや家屋周り等の除雪作業中の事故が多発しています。令和４年度、雪

下ろし等除雪作業による人的被害は 93件発生しました。除雪作業中の事故は「自分は大丈夫」

と油断している時に起きていますので、油断することなく、また、怪我をしないよう注意して除雪

作業を行ってください。 

 安全に除雪をするための３つの合言葉 (新潟県HPより抜粋) 
 

<除雪中の事故を防止するための合言葉>(新潟県) 

  

①県内過去 10年の雪による被害 

■死傷者は 1,498人 

■死傷者のうち、死亡者は 105人 

■死亡者のうち、高齢者は 81% 

毎年多くの方が除雪作業で  

重大事故に遭われています。  

特に高齢者の被害が増加傾向で

す！ 

■高所から転落する 

■除雪機に巻き込まれる 

■水路に転落する 

■体調が急変する 

 

・屋根やはしごから転落する。 

②死亡事故の要因 

 

・雪を砕く回転刃に巻き込まれる。 

・除雪作業中にあやまって水路に転落する。 

・疾病発症により短時間で重篤な状態になる。 

・高さ４m未満からの転落も重傷・ 

死亡事故につながっています。  

過信は禁物！ 

 ・１人での作業は発見が遅れ、重大 

事故につながりやすくなります。 

最多 

２人で作業できない場合は、周りにひと声かけましょう！ 

 

 

  

新採用職員を紹介します 

１月４日から新たに池田陽一嘱託職員(本所)と杉田久子嘱託職員(支所)が採
用されました。しばらくの間は本所において研修しながらの業務対応になります
ので、会員の皆さんと接する機会は少ないと思いますが、よろしくお願いします。 
  

 
池田嘱託職員 

(本所) 

 

１月から本所でお世

話になっています池田

です。少しでも早く会員

の皆さんのお役に立て

るよう頑張りますので

宜しくお願いします。 

ランニングが趣味で

街中を走っていますの

で、見かけたらお声が

け下さい。 

 

杉田嘱託職員 

(支所) 

 

 

４月より頸北支所に

てお世話になります杉

田です。 

会員の皆様と協力

して業務を進めてい

きたいと思います。未

熟者ですが、ご指導ご

鞭撻の程、よろしくお

願いいたします。 

１ ２ 月 ２ ８

日付で古木

真弓嘱託職

員が退職さ

れました。 

大変お世

話になりまし

た。 

 

退職職員 

 


